
仕様書

１.業務件名 放課後児童クラブ保護者連絡システム利用契約

２.業務内容

受注者は、以下の（１）から（７）を満たすシステムについて、本市と放課後児童

クラブ利用保護者との間で欠席連絡や緊急時連絡が可能となるようシステムの提供を

行うこと。

（１）放課後児童クラブ保護者連絡システム（以下、「システム」と呼称する）につい

ては、別紙１「システム端末構成要件」に定める端末において、十分に利用可

能であるシステムであること。

（２）システムの機能として、児童情報登録機能、保護者連絡機能が搭載されている

こと。また、利用児童の保護者に対し緊急連絡やお便り等のデータ送信がアプ

リケーション等により通知でき、保護者からも欠席連絡等が可能であること。

①児童情報登録機能において、最低でも以下の情報を登録できる機能を有してい

ること。

児童情報登録機能 登録情報一覧

児童氏名 所属学校名 学年 生年月日

所属放課後児童クラブ名 住所 連絡先 保護者氏名

②保護者連絡機能として、保護者への一斉連絡機能が搭載されていること。ま

た、連絡の際、保護者が通知を確認したか判断できる既読確認機能を有してい

ること。

③保護者用のアプリケーション等について、ｉОＳ及びＡｎｄｒｏｉｄの双方の

ＯＳに対応していること。

④アプリケーション等を利用出来ない保護者に対し、メールやブラウザ等の代替

手段にて、必要な連絡等が出来る機能を有していること。また、メール等で通

知する場合、セキュリティ対策が取られていること。

⑤保護者へのお便り機能として、ＰＤＦデータ等が送信することが可能であるこ

と。

⑥保護者からの欠席連絡として、年月日を選択し、欠席連絡が出来る機能を有し

ていること。

（３）システムについては、管理者アカウント（佐野市こども課が管理）と個別アカ

ウント（各放課後児童クラブの指導員にて管理）と、アカウントが個別に設定

できるものであること。

（４）管理者アカウントにより、各放課後児童クラブに在籍する児童の保護者に対

し、一斉連絡が可能であること。また、管理者アカウントが各放課後児童クラ



ブに在籍する児童の利用予定等が把握できること。

（５）個別アカウントについては、1 アカウントあたり最大 60 人の児童を登録できる

こと。

（６）システムの保守及びセキュリティ対策について、以下の要件を満たすこと。

①データのバックアップ、サーバーの運用監視、保守については、受注者で実施

すること。

②個人情報を保護するため、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０

日法律第５７号）、佐野市個人情報保護条例（平成１７年２月２８日条例第９

号）を遵守すること。

③冗長化されたサーバー構成でシステム運用がされていること。

④２４時間３６５日サービス提供が可能であること。ただし、システムメンテナ

ンス等により停止は除く（計画的な停止については、７日前までに事前連絡を

行うこと）。

⑤発注者が操作を問題なく習得出来るよう、システムのマニュアルを作成し、シ

ステムの環境等が変更された場合には、随時マニュアルも刷新すること。

⑥障害が発生した場合は、速やかに原因を確認し、原因箇所の修正を行うこと。

原因箇所の修正完了後は、速やかに障害対応の報告を行うこと。

（７）利用アカウント数

管理者：１

個別アカウント：４７

利用場所については、別紙２「利用ヵ所一覧」のとおり

４.契約期間

長期継続契約とし、下記の期間を契約期間とする。

令和４年３月１日から令和 7 年２月２８日まで。

５.支払い方法

初期費用等はシステム利用料に含むこととし、月額均等払いとする。

システム利用料については月毎の請求書による支払いとする。

６.その他

（１）本調達に必要な人件費等の諸経費は、すべて受注者にて負担すること。

（２）本調達に必要な部材等については、受注者の責任で手配すること。

（３）本調達に必要な申請手続きは、受注者が行うこと。

（４）仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ

解決すること。



（５）長期継続契約となるため、翌年度以降の歳出歳入予算において、支払うべきシ

ステム利用料について減額または削減があったときは、契約を変更又は解除す

ることが出来ること。



別紙１ システム端末構成要件

項目 内容 備考

形式 ノート型 PC ビジネスタイプ

CPU 性能 インテル Corei3 第 10 世代 以上

コア数：2 以上、スレッド数：2以上、

最大周波数 3.00GHz 以上

メモリ 4GB 以上

ディスプレイ 13 インチ以上 ノングレア非光沢

解像度 1,366×768 以上を表示可能であること

ストレージ HDD 500GB 以上

無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠

USB ポート 2.0 規格以上：2ポート

OS Windows10 Pro 64bit



別紙２ 利用ヵ所一覧

N o. 名称 住所 利用数 定員基準数 備考

1 佐野こどもクラブA 1 38

2 佐野こどもクラブB 1 38

3 中央こどもクラブ 金屋仲町2428-2 1 44

4 第1天明こどもクラブ 1 44

5 第2天明こどもクラブ 1 44

6 第3天明こどもクラブ 1 44

7 第1植野こどもクラブ 植下町440-1 1 26

8 第2植野こどもクラブ 植下町464-11 1 44

9 第3植野こどもクラブ 1 44

10 第4植野こどもクラブ 1 44

11 第1界こどもクラブ 1 44

12 第2界こどもクラブ 1 44

13 第3界こどもクラブ 馬門町1510-1 1 16

14 犬伏こどもクラブ 犬伏下町1765-1 1 27

15 第2犬伏こどもクラブ 1 38

16 第3犬伏こどもクラブ 1 38

17 犬伏東こどもクラブ 伊勢山町1426-7 1 44

18 第2犬伏東こどもクラブ 1 44

19 第3犬伏東こどもクラブ 1 44

20 第1城北こどもクラブ 1 44

21 第2城北こどもクラブ 1 44

22 第3城北こどもクラブ 1 44

23 第4城北こどもクラブ 1 44

24 第5城北こどもクラブ 1 44

25 第6城北こどもクラブ 1 44

26 旗川こどもクラブ 並木町964-8 1 44

27 第2旗川こどもクラブ 並木町964 1 22

28 吾妻こどもクラブ 村上町30 1 28

29 赤見こどもクラブ 赤見町3082 1 29

30 第2赤見こどもクラブ 赤見町3229 1 31

31 石塚こどもクラブ 石塚町861 1 23

32 第2石塚こどもクラブ 石塚町1408-2 1 38

33 出流原こどもクラブ 出流原町1038-1 1 31

34 田沼こどもクラブ 栃本町2384-12 1 22

35 第2田沼こどもクラブ 1 44

36 第3田沼こどもクラブ 1 44

37 吉水こどもクラブ 1 44

38 第2吉水こどもクラブ 1 44

39 栃本こどもクラブ 栃本町1037 1 44

40 多田こどもクラブ 多田町998 1 38

41 第1あそ野こどもクラブ 1 44

42 第2あそ野こどもクラブ 1 44

43 第3あそ野こどもクラブ 1 44

44 第4あそ野こどもクラブ 1 44

45 葛生こどもクラブ 葛生西1-12-1 1 40

46 葛生西こどもクラブ 中町1110-1 1 24

47 常盤こどもクラブ 仙波町331-1 1 40

48 佐野市こども課 高砂町1番地 1 管理用

48 1819

吉水町832 同一建屋

田沼町974-4 同一建屋

合計

堀米町1178-1 同一建屋

堀米町1156

同一建屋

同一建屋

田沼町618-1 同一建屋

馬門町1531-9 同一建屋

犬伏下町1983 同一建屋

伊勢山町1534 同一建屋

金屋下町10 同一建屋

大祝町2311 同一建屋

植上町1272 同一建屋


